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特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構 

令和８年度神奈川県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 

基礎研修 募集要領[SK01～SK12 コース] 

 

本研修は、特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構が、神奈川県からの指定を受け、神奈

川県が定めた「神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領」に基づいて実施するものです。 

 

１ 目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）及び

児童福祉法（昭和22年法律第164号）の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスや支援の質

の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の養成を図る

ことを目的とする。 

 

２ 指定研修事業者及び指定番号 

特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構（指定番号：００４） 

 

３ 研修課程と募集定員 

  研修課程：サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修 

  募集定員：720人（SK01～SK12 各コース60人） 

 

４ 受講資格（研修対象者）等 

（１）基礎研修の受講資格（研修対象者） 

  サービス管理責任者基礎研修・児童発達支援管理責任者基礎研修（以下「基礎研修」とい

う。）の研修対象者は、神奈川県内の指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任

者として従事しようとする者、又は、神奈川県内の指定障害児入所施設及び指定障害児通所支

援事業所において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区

分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有する者であることが定められていま

す。 

【留意事項】 

・実務経験は各コースの演習日時点で満たしている必要があります。 

※ご自身の実務経験の詳細については、事業所を所管する指定権者にお問い合わせください。 

（「22 実務経験等に関する問い合わせ」を参照ください）。 

  

 【サービス管理責任者 基礎研修 受講資格（研修対象者）】 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務（社会

福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。） 
３年 
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国家資格等による業務に通算３年以上従事している者による相談

支援の業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務の期間と

相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

  

【児童発達支援管理責任者 基礎研修 受講資格（研修対象者）】 

業務 実務経験年数 

相談支援業務 ３年 

社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 ６年 

社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務（社会

福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。） 
３年 

国家資格等による業務に通算５年以上従事している者による相談

支援の業務及び直接支援の業務（国家資格等による業務の期間と

相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可） 

１年 

 

５ 研修カリキュラム 

令和 8 年度の基礎研修は、神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領に基づき、「サービス管

理責任者研修事業の実施について」（平成 18年 8月 30日障発 0830004 号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知）の別添「サービス管理責任者研修事業実施要綱」（以下「事業実施要綱」

という）で定める「サービス管理責任者基礎研修」及び「児童発達支援管理責任者基礎研修」の

標準カリキュラムにより、原則として、講義、演習を次のカリキュラムで実施します。 

【基礎研修のカリキュラム】 

講義 ：サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の基本姿勢とサービス提供のプロセスに関す

る講義 

演習 ：サービス提供プロセスの管理に関する演習 

 

６ 研修の実施方式、日程及び会場と募集定員 

 受講者は下記「（１）講義」と「（２）演習」の両方を修了する必要があります。 

（１）講義 

講義は映像配信にて行います。 

受講者は、当機構が指定するeラーニング（ウェブ）を通じて、講義映像（約8時間）を

各自の環境で視聴してください。視聴には当機構発行のユーザーIDを使用し、演習日の前

日までに必ず視聴を完了させてください。視聴が完了していない場合、演習には参加でき

ません。なお、演習日の4日前までに完了していない方には、当機構より確認の連絡を差

し上げる場合があります。また、動画の録画・複製や、ID・パスワードを第三者へ提供・

共有することは固く禁止します。 

 

・映像配信：各コース演習日の 1 カ月前の 10 時～各コース演習前日（演習前日までに視

聴すること。） 

SK01,SK02 コースの視聴開始は 7 月 1 日 10 時となります。 

・視聴方法等は申込時に記入頂いた受講者のメールアドレスにお知らせします。 
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（２）演習 

ア 各コースの募集人員、日程及び会場 

演習 

コース 
募集

人員 
日程 会場 

SK01 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 7 月 21 日(火) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK02 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 7 月 22 日(水) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK03 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 8 月 5 日(水) 

9:30～19:00 
杜のホールはしもと 

SK04 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 8 月 6 日(木) 

9:30～19:00 
杜のホールはしもと 

SK05 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 9 月 1 日(火) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK06 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 9 月 2 日(水) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK07 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 10 月 14 日(水) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK08 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 12 月 1 日(火) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK09 ｺｰｽ 60 名 
令和 8 年 12 月 2 日(水) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK10 ｺｰｽ 60 名 
令和 9 年 1 月 26 日(火) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK11 ｺｰｽ 60 名 
令和 9 年 2 月 2 日(火)  

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

SK12 ｺｰｽ 60 名 
令和 9 年 3 月 11 日(木) 

9:30～19:00 
ユニコムプラザさがみはら 

 

７ 「基礎研修」神奈川県指定研修事業者 

・下記３研修事業者は講義・テキスト・研修内容は共通となっています。 

研 修 事 業 者 連   絡   先 

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 

（指定番号：００１） 

連絡先電話：045-534-6215 

URL: https://www.kfkc.jp/ 

特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構

（指定番号：００４） 

連絡先電話：046-240-1961 

URL: https://www.stro.or.jp 

一般社団法人かながわ福祉大学校 

（指定番号：００６） 

連絡先Eメール：sabikan@kanafuku.jp 

URL: https://www.kanafuku.jp/kw-academy 

 

８ 受講料：25,000 円（税込み） 

・受講料のお支払いは銀行振り込みのみとなります。 
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・受講料の振込方法は請求書に記載してあります。 

・振込受領書を持ちまして領収書と変えさせていただきます。 

・受講料はいかなる理由があっても返金できませんのでご注意下さい。 

・受講料の振込手数料や会場までの交通費、e ラーニング等の視聴機材、通信費等の受講にか

かる費用は受講者負担となります。 

 

 

９ テキストについて 

・講義部分のテキストは各自ＰＤＦをダウンロードしていただきます。もし印刷されたテキ

ストを希望される場合は有料でお送りいたします。ご希望の方はお申し込み時に申請して

ください。なおテキストは講義のスライドを印刷したものとなり、約 250ページあります。 

   講義部分テキスト代：1,650 円(税込み) 

・演習部分のテキストは演習当日に受講者の皆様にお渡しいたします。 

 

10 申込について 

（１）申込方法 

当機構分のお申し込みはホームページからとなります。 

ア 所属法人からの推薦について 

所属法人から推薦される場合、「推薦あり」にチェックをしてください。チェックされた

場合、当機構より推薦の確認をする場合がありますので、受講者を推薦した方、もしくはこ

のことについて回答できる方のお名前等をご記入ください。 

イ 優先順位について 

推薦する受講者が複数いる場合、法人内優先順位をご入力ください。順位が重複している

場合は申込順を優先順位とさせていただきます。空白の場合は推薦順位なしとなります。 

ウ 補足研修（「相談支援従事者初任者研修（講義部分））（以下補足研修）について 

当研修申込時に補足研修の修了有無を確認しています。申込時点でお手元に修了証書があ

る方のみ「修了済み」として選考いたします。なお、申込時点で補足研修の受講が決定して

いる方、または申し込み済みで受講可否が未発表の方は、受講が決定したこと、または申し

込んだことがわかる書類の写し（受付確認のメール等、研修団体が発行したものに限りま

す。）をＰＤＦにして申込時に添付していただきます。 

（２）申込ホームページ 

当機構に申込をする場合は、次のホームページからお申込みください。 

   https://www.stro.or.jp 

（３）申込期間 

令和８年度分の申込期間は次の通り受け付けます。 

・令和８年５月～令和９年１月までの間、毎月１日の午前１０時から同月２１日の午後

１時まで受け付けます。 

・各月のお申し込みを受け付けるコースは、演習日が申込月の２ヶ月～４ヶ月後で、定

員に達していないコースとなります。 

(例)お申込期間が５月１日～２１日の場合：演習日が７月、８月、９月で、定員に達し

ていないコースにお申込できます。 

申込期間中に当機構 HPにてお申し込みいただいた分が有効となります。申込期間をすぎま

すと、申込フォームに入力中であってもお申し込みできなくなりますので時間に余裕をもっ

てお申し込みください。 
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（４）ご注意いただくこと 

・お申し込み後、受付メールをお送りいたします。お申し込み後３～４営業日が経過しても受

付メールが届かない場合はお手数ですが、当機構までご連絡ください。 

・受付メール送信後、当機構にて申込内容を確認します。もし内容等に不備がある場合は連絡

をいたしますので、メールに記載の回答締め切りまでにご回答ください。期限までにご回答

いただけない場合は選考対象外となる場合があります。 

・申込期限付近にお申し込みいただいた方には受付メールの到着が申込期限後となる場合があ

りますが、お申し込みは有効です。 

・お申し込み時に郵送が必要な書類はございません。（すべてオンラインでの手続きとなりま

す） 

・１申込期間につき、お一人様１コースのみお申し込みできます。 

・同一申込期間で複数のお申し込みがあった場合、最後のお申し込みのみが有効となります。 

 

 

11 受講の選考について 

受講申込者が定員を超えた場合は、「神奈川県サービス管理責任者等研修実施要領」別紙１

「神奈川県サービス管理責任者等研修受講者選考基準（基礎研修）」により受講者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記選考基準により選考を行ったうえで、同法人内での優先順位を考慮します。よって選

考の優先順位と法人からの優先順位は必ずしも一致しません。 

   

12 受講者の選考結果の通知 

・選考結果はお申し込み時に記載のあった選考結果連絡先にメールをお送りします。 

・受講決定後の受講者の変更はできません。 

別紙１ 

神奈川県サービス管理責任者等研修受講者選考基準（基礎研修） 

 

神奈川県サービス管理責任者等研修の受講決定について、受講申込者数が定員を超過す

る場合は、研修ごとに次の選考基準Ⅰから順に受講決定を行うこと。 

なお、選考について、事情を勘案する必要があると認められる場合は、神奈川県と協議

の上、決定すること。 

 

<選考基準> 

基準Ⅰ：神奈川県在住の者、又は県内指定障害福祉サービス事業所等に勤務している申

込者 

基準Ⅱ：基礎研修申込時点で補足研修を修了済みの者 

基準Ⅲ：県内指定障害福祉サービス事業所等からの推薦がある者 

基準Ⅳ：神奈川県内に法人本店又は法人本部がある県内指定障害福祉サービス事業所等

に勤務している申込者 

 

※県内指定障害福祉サービス事業所等とは、 

 神奈川県内にある、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定障害児通所

支援事業所、指定障害児入所施設のことをいう。 
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・選考結果等の通知は各お申込期間の月末までにメールにてお送りします。お申し込みの翌月

になってもメールが届かない場合は当機構までご連絡ください。 

13 請求書・受講決定通知 

・受講決定となった場合、選考結果連絡先メールアドレスに受講決定通知、請求書のダウンロ

ード方法をお送りします。こちらよりダウンロードをお願いいたします。 

・請求書に記載された期日までに受講料をお支払いください。期日までに当機構にてお支払い

を確認できない場合、受講ができなくなります。 

 

14 事前課題 

本研修では演習までに事前課題があります。事前課題は、当機構のホームページに掲載します。 

 

15 本人確認 

研修当日、本人確認できる公的証明書(顔写真付きのもの)の写しを受付に提出していただきま

す。提出した写しの原本も確認いたしますので、研修当日持参して受付で提示してください。 

詳細は受講決定通知にてお伝えいたします。 

 

16 効果測定 

講義視聴終了時に簡易テストを、演習時には理解度を確認する効果測定をそれぞれ行います。 

 

17 修了証書 

修了証書は研修カリキュラムを全て修了したと認められる者に、原則研修最終日（演習日）に

会場にて交付します。 

ただし、次に該当する場合には、修了証書は交付しないことがあります。 

（１）講義（映像配信）を受講した者が次のことに該当した場合 

ア 講義映像のすべてを視聴していない、また講義終了後のテスト・効果測定の回答を提出

していない場合 

 イ 当機構から指定されたID以外でeラーニングを視聴した場合。 

（２）演習に出席した者が次のいずれかに該当した場合 

ア 遅刻、早退をした場合 

イ 著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話、パソコン、タブレットの使用等）

繰り返し注意されていた場合 

ウ 事前課題を提出していない場合や他者の事前課題（同一または酷似等）と疑われるも

のを提出した場合。 

 

18 個人情報の取扱い 

  申込みに係る書類等に記載された個人情報については、特定非営利活動法人 シーガル研修・

研究機構 学則第 17 条に基づき適正な管理を行い、本研修事務及び研修修了者名簿の管理以外

の目的に使用することはありません。 
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19 迷惑メール対応のお願い（特に gmail をお使いの方） 

  当機構からメールが届かないというご連絡を頂くことがあります。メールをご確認いただくと

迷惑メールに分類されることが多いようです。当機構からのメールが迷惑メールに入ってい

ないか確認していただき、迷惑メールに分類されないよう設定の変更をお願いいたします。 

この現象は特に gmail をご利用の方に多いようですので、十分にご確認をお願いいたします。 

 

20 その他留意事項 

（１）当機構からの連絡、問い合わせはメール（seagull.npo@stro.or.jp）からとなります。当機

構のメールが迷惑メール等にならないようにしてください。 

（２）「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修」と「サービス管理責任者・児童

発達支援管理責任者補足研修」は、どちらを先に受講しても、差し支えありません。 

（３）虚偽の内容により申込みをした場合は、修了証書交付後であっても、修了の取消し等の措置

をとることがあります。 

（４）演習会場等への来場の際は、通勤時間帯による混雑や天候等を考慮の上、ご来場ください。

公共交通機関の遅延等による遅刻も、原則として認められません。時間に余裕をもってご来

場ください。 

（５）自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合、開講が困難と判断される場合には、研修前

日から当日の午前７時頃迄に、当機構のホームページ (https://www.stro.or.jp) におい

てご案内いたしますのでご確認ください。 

（６）当研修では、国、県、会場等の指示により感染症対応が必要な場合には、指示にしたがい感

染症対策を行います。そのため健康チェックの実施、演習方法の変更、日程の変更・中止と

なる場合がございますのであらかじめご承知おきください。また当機構からも社会状況や研

修の実施方法等を踏まえ、感染症対策を実施することがあります。 

（７）研修の実施方法等、変更等が発生した場合は当機構の HP（https://www.stro.or.jp）にて

掲載いたしますのでご確認をお願いします。 

（８）本研修は、受講者同士のグループワークやディスカッションを中心に進行するため、すべて

のプログラムを日本語で実施いたします。円滑なコミュニケーションを図るため、日本語で

のやり取りが可能な方を対象としております。 

 

21 問合せ先（本研修の申込み等に関する問合せ先） 

特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構 

〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15 パークロード大和４C 

電話：046-240-1961 FAX：046-240-1962 

ホームページ：https://www.stro.or.jp 

 

22 実務経験等に関する問い合わせ 

（１）実務経験が該当するかなど、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置に関

する問い合わせについては、以下の事業所を所管する指定権者の担当にお問い合わせくだ

さい。 

事業所所在地 指定機関(担当)連絡先 

横浜市 

【障害者】 

横浜市健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課       

E メール : kf-syositei@city.yokohama.jp 

【障害児】 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部障害児福祉保健課 
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E メール : kd-syogaijitsusyo@city.yokohama.jp 

川崎市 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 

電話 ：０４４－２００－２９２７ 

ＦＡＸ：０４４－２００－３９３２  

E メール : 40sidou@city.kawasaki.jp 

相模原市 
相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課 

電話 ：０４２－７６９－１３９４ 

横須賀市 

横須賀市民生局福祉こども部指導監査課 

電話 ：０４６－８２２－８４１１ 

E メール：shidokansa-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp 

※問合せは原則 E メールでお願いします 

上記以外の 

市町村 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課事業支援グループ 

電話 ：０４５－２１０－４７１７・４７３２ 

 

（２）サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者「補足研修」に関する問合せ先 

研修事業者／連絡先／ホームページ 

特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク 

（指定番号：００３） 

連絡先Eメール：support@kcn.or.jp URL：https://www.kcn.or.jp/ 

 

【会場案内】 

SK01～SK02、SK05～SK12 コース 演習会場 

・ユニコムプラザさがみはら 相模原市南区相模大野 3-3-2 bono 相模大野サウスモール 3 階 

・電車でご来場の方へ 

小田急線「相模大野駅」中央改札口から北口デッキに出て、左手に進むと「ボーノ相模大

野」がみえます。そのままボーノ相模大野 2F の中央通路を進み、エスカレーターで 3 階

にお上がりください。 

SK03、SK04 コース 演習会場 

・杜のホールはしもと 相模原市緑区橋本 3-28-1 ミウィ橋本 7・8 階 

・電車でご来場の方へ 

JR 横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」北口を出て右側「ミウィ橋本」7・8 階 

 


